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２００８年 CAP 改革― 「ヘルスチェック」 の成果と意義 

 

１ ヘルスチェックの背景と過程 

 

１） 背景 

近年、EU 共通農業政策（CAP）は、農業保護の漸進的な削減を目指して、数年ごとに

重要な改革が行われてきた。2008 年の改革は、2003 年の CAP 改革に起源をもつ政策の

見直し作業の結果として実現されたが、この見直し作業が「ヘルスチェック」と呼ばれる

ものである。 

 

CAPヘルスチェックの成果は、後述のように CAPの３つの基本的な法制（理事会規則）

の改正として結実した。この改正は EU農業理事会で採択されるが、2008年 11月 20日

の「政治的合意」をへて、2009年 1月 19日に正式に採択され、1月 31日の EU官報で

公布されたばかりである（表１の年表を参照）。 

 

CAP ヘルスチェクの背景については、われわれは昨年度の報告書で検討したが1、簡単

に確認しよう。2003年 6月の CAP改革は、いわゆるデカップリング（生産から切り離さ

れた直接支払）の理念にもとづき、農業支持の手段について画期的な変更を導入した。ま

ずは、普通農業部門（耕種・草食家畜）に、ついで 2004 年 3 月に「地中海型」農業部門

に、さらに 2005年 11月に砂糖部門、2007年 6月に果実・野菜部門、同年 11月にワイン

部門に及んだ。 

 

こうした改革の１つの特色は、改革の基本理念としてのデカップリングの斬新かつ抽象

的な概念に導かれつつ、しかし同時に、加盟国間の立場の違いに影響され、困難な交渉の

政治的な妥協によってようやく合意がみられたこと、このことを反映して採用された実際

の政策手法はきわめて複雑で、また国・地域によって多様であるという事実にあった。 

 

このため新政策は、透明性に欠き、効果の推定が困難であり、個々の選択された施策は

試行的、暫定的な性格を持たざるを得ない面があった。かかる事情から、2003年以降の改

革には、新施策導入から２年後における見直し条項が含まれることとなった2。デカップリ

ング方式は、2006 年初頭に全加盟国（EU15カ国）により適用されたので、2007 年末ま

でに欧州委員会は報告書を作成することを義務づけられた。 

                                                  
1 CAPヘルスチェックに関する 2007年末までの経緯については、拙稿「CAPヘルスチェックの課題と
展望」国際農林業協働協会『欧州地域食料農業情報調査分析検討』平成 20年 3月を参照されたい。 
2 直接支払に関する理事会規則第 1782/2003号は、第 64条第 3項において、デカップリング概念にもと
づく単一支払制度の多様な実施形態や単一支払に含まれない支払制度について、全加盟国における単一支

払制度の実施後 2年以内における見直しを規定した。 
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注目すべきは、この義務の履行について、EU 農政当局はある種の政治的判断によって

動かされていたようにみえたことである。2007年初頭には欧州委員会は早くも 2007年７

月にヘルスチェック報告を提出することを検討したようである。当時難航を極めていた

WTO農業交渉への寄与の視点から、その内容は CAPの大幅な改革を含むものとなるとの

情報が、欧州メディアに流された。しかし、7月に入って、報告の発表が 11月となること

が欧州委員会筋により確認された3。 

 

その後、報告の草案が 9 月に入るとリークされて一般に広く流布していった。2007 年

11月 20日、欧州委員会は、その草案をほぼそのままの形で正式に採択、公表した4。 

 

以上のような事情は、ヘルスチェックの基本的な性格の一端を示唆している。一部にお

いて野心的な改革を期待されながら、短期ないし中期（2013 年まで）の視点から、2003

年以降に導入されたデカップリング方式を中心とする新政策について細々した見直しをす

るだけのものとなったようである。 

 

 ２） 過程 

2007 年 11 月 20 日付けの欧州委員会の「ヘルスチェック報告」の内容は、2003/2004

年の改革の評価だけでなく、広範にわたる具体的な改正提案を含むものであった（枠組１

を参照）。この点は昨年度報告書の拙稿で検討したが、時期的にそこで述べられていない「ヘ

ルスチェック報告」のその後の取り扱いをみよう。 

 

ヘルスチェック報告は、2007 年 11 月の農業理事会に提示されたあと、2008 年に入っ

て議長国スロヴェニアのもとで検討が精力的に進められた。1月 21日、2月 18日の理事

会での検討に付され、そこで提示された加盟国の意見は、早くも 3月の数次の理事会を通

じて集約された。そして委員会報告に対する理事会の意見（Council Conclusions）が取り

まとめられた（枠組２を参照）が、それが重要な役割を果たしたようである。それから８

カ月におよぶ CAP 改革をめぐる政治的過程が終了し、ヘルスチェックに関する合意が成

立した 2008年 11月、理事会議長を務めたフランスのベルニエ農業大臣は、過去 1年のプ

ロセスを振り返りつつ、3 月段階の理事会の意見集約が重要な役割を果たしたことを指摘

した5。2003 年６月の改革についての合意成立の際のように、加盟国がそれぞれ自国の立

場を欧州委員会に訴えて要求を貫徹しようとし、理事会内部では加盟国がそのインタレス

トに固執してバトルを続けるという風景ではなかった。 

                                                  
3 この間の事情について、アグラ・ヨーロッパ紙（No.2267,Friday July 13 2007）は、「WTO ドーハ・ラウンドの前途

の不透明さが 7月公表の予定を遅延させた」と報じている。 
4 ”Communication from the Commisssion. Preparing for the “Health Check” of the CAP 
reform”,COM(2007)722. 
5 « Bilan de santé de la PAC en 15 questions posées à Michel BARNIER », Agrisalon,20/11/2008. 
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枠組１ 欧州委員会報告（2007年 11月）における具体的提案 

１．単一支払制度について改善 

① 単一支払制度の簡素化：歴史モデル、地域モデルのいずれも、個人の支持水準が過去の生

産レベルに基づいており、時の経過とともに、支持水準の相違を正当化することがますま

す困難となる。とくに、歴史モデルにおいて、そうである。このため、加盟国がいったん

選択したモデルを、2009-2013 年の間に、より一律のレートに向けて調整することを可能

にすることが望ましい。このような背景のもとでは、新規加盟国は、SAPS（単一面積支払

制度）を 2013 年まで継続することが認められるべきであろう。その他、実施規則などに

ついて、不必要に硬直的あるいは複雑なものがないか、経験を踏まえて見直すことが望ま

しい。 

② クロス・コンプライアンスの適用範囲の見直し：EUからの支持を受けるために、農業者は

クロス・コンプライアンスの基準を遵守しなければならないが、法令上の管理要件につい

てクロス・コンプライアンスの目的に直接関連しない事項を除外するとともに、GAEC(適

正農業環境条件)の現行リストについて、水管理の改善や気候変動の緩和という新たな挑

戦に対処するための見直しを行う。 

③ 部分的に生産にリンクした支持：近年の改革によって、多くの部門が SPS制度（単一支払

制度）に参加したので、部分的に生産にリンクした支持方式は、生産者の視点からは、妥

当性が低下する。そして、フル・デカップリングは、生産者に生産フレクシビリティの成

果をもたらすとともに、制度の複雑性と行政コストを削減する。とくに、耕種部門でその

ことは明らかである。しかし、当該生産の規模が小さいが、経済・環境上とくに重要であ

る地域において、部分的に生産にリンクした支払が、今後も一定の役割を果たすことがで

きる。この方式の妥当性、程度、適用期限は、地域的なコンテクストにおいて考察しなけ

ればならない。 

④ 支持水準の上限及び下限：上限および下限の双方において、支払に限度を設ける可能性を

検討する。大規模農場について、支払総額がある水準（たとえば、年 10 万ユーロ）を上

回る場合、支持水準を段階的に低減させる（その場合、複数の所有権者と多数の労働者を

有する農場と 1 人の農業者と少数の労働者を有するだけの農場とを区別する必要があろ

う）。EUからの支持の受給資格としての農場の最低土地面積は、現行の 0.3ヘクタールか

ら引き上げられる。 

 

２．市場支持手段に関する改善 

① 市場介入及び供給管理の役割：市場価格が現在高水準にあることを考慮して、市場介入は、

真のセイフティ・ネットという当初の目的に立ち返るべきである。 

② 穀物市場への介入：穀物の市場介入は、一品目（パン用小麦）のみを対象とし、その他の

穀物について介入を廃止する。 

③ セットアサイド（供給管理の廃止、環境便益の増強）：義務的セットアサイドを廃止する。
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それがもたらした環境上の利点を保存する新たな方法は別途見出すこととする。 

④ 牛乳割当廃止のソフト・ランディング：牛乳割当制は 2015年に廃止される予定であるが、

当該部門にとってのソフト・ランディングを可能にするため、それまでの間に割当の漸増

を行う。割当廃止の場合には、山岳地域など牛乳生産に大きく依存する地域において、牛

乳生産者への支援のために可能な措置を講ずる必要がある。 

⑤ その他の供給管理措置：その他の部門（乾燥飼料、スターチ、亜痲・麻）にも、供給管理

や生産支払の措置が存在するので、これらも見直す必要がある。 

 

３．新たな挑戦への対応 

① リスク管理：研究開発政策の枠内で、リスク管理措置に対してモジュレーション節約資金

の一部を充てること、および、将来における市場メカニズムの調整の枠内で、追加的な措

置を検討する。 

② 気候変動、バイオ・エネルギー、水管理、生物多様性という挑戦への対応：クロス・コン

プライアンスは、気候変動と水管理に関連する目的の実現に寄与することができる。バイ

オ燃料の生産に対する新たなインセンティブ（義務的なバイオ・エネルギー目標及び高価

格等）にかんがみ、エネルギー作物への補助金が今後なお必要かどうか検討すべきである。

③ モジュレーションを通じる第２ピラー（第 2の柱）の強化：新たな挑戦への取り組みには、

行動の改善のためにインセンティブの強化が、そしてそのためには資金手当てが必要であ

る。農村開発政策は、かかる施策のための資金手当の最良の方法であり、より具体的には、

モジュレーションの比率の増大でそれは可能となる。モジュレーションの仕組みは、年間

5000ユーロ以上を得ている全ての農業者に対する直接支払いの削減、およびその金額の農

村開発予算への移転をもたらす。モジュレーションの比率を、現行の５％から２０１３年

に１３％まで段階的に引き上げるべきである。 

 

出所：是永東彦「CAPヘルスチェックの課題と展望」、国際農林業協働協会『欧州地域食料農業

情報調査分析検討』平成 20年 3月から作成。 

 

 

枠組２ ヘルスチェック報告に関する農業理事会の結論（2008年 3月） 

 

１．単一支払制度についての改善 

 

（１）単一支払制度の簡素化・効率改善について、 

� 加盟国は、選択したモデルを維持し、または 2009-2013年の間により一律のレートに向け

て調整し、こうしてその特殊な状況を考慮することが可能とされるべきである。 

� 欧州委員会は、単一支払制度の運用について、加盟国の意見を聴取しつつ、さらなる簡素

化のための提案を行うべきである。 
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� 新規加盟国は、SAPSを 2013年まで継続することが認められるべきであるとする欧州委員

会の示唆に同意する。 

（２）クロス・コンプライアンスの簡素化に関連して、欧州委員会が、法令上の管理要件につ

いて、クロスコンプライアンスの目的に直接関連しない事項を除外するための検討を行い、か

つ、GAEC(適正農業環境条件)の現行リストについて、個々の加盟国の特殊かつ多様な条件を考

慮したいとの意図を表明したことを歓迎する。 

（３）支払の下限および上限について、 

� 支持水準の下限について、きわめて少額の支払いの管理費用について委員会報告が指摘し

たことを歓迎し、支払の最低レベルもしくは最低面積要件の導入について、真の農業者へ

の悪影響をさけるとともに補完性原則を尊重するために、加盟国に裁量権を与えるべきこ

とを要請する。 

� 高水準の支払について、何らかの実質的な削減が行われることは若干の加盟国において、

重要な悪影響を引き起こす恐れがあると考える。 

（４）部分的に生産にリンクした支持の取扱について、 

� デカップリングが 2003 年改革の中心的部分であることを想起しつつ、生産が経済的また

は環境的に重要である場合において、生産にリンクした支払が、今後も一定の役割を果た

すことができるとの欧州委員会の見解をテークノートする。 

� したがって、欧州委員会が、一層のデカップリングの推進において、ベネフィトとリスク

の潜在的なバランスを明らかにして、可能とされる代替策を提起することを要請する。 

� 加盟国がある地域や部門の特別のニーズに、弾力的かつ透明性のある方法で対処すること

を可能ならしめるために、欧州委員会が、規則 1782/2003 第 69 条の改正により、特別支

援措置を制定することを示唆していることを歓迎する。 

 

２．市場支持手段に関する改善 

 

（１）市場介入及び供給管理の役割について、CAP が効果的なセイフティ・ネットとして役立

つメカニズムを包摂するよう確保することが、農業者にとって重要であることを強調する。 

（２）CAP の市場支持手段、とくに穀物部門におけるそれの適応に関する欧州委員会の意図に

ついては、さらなる詳細（需給関係への影響など）が明らかにされるべきである。 

（３）牛乳割当の廃止について、 

� 牛乳割当制が 2015 年に廃止される予定であることをテークノートするとともに、当該部

門にとってのソフト・ランディングを確保し、市場志向的な酪農政策への円滑な移行と当

該部門の予見可能性を保証するという欧州委員会の示唆を歓迎する。 

� このソフト・ランディングは、可能な付随的措置を伴う割当の漸増を必要とするほか、市

場管理措置の適切な使用、並びに割当廃止が牛乳生産の持続を困難にする特別に脆弱な地

域を支援する措置を要請すると考える。欧州委員会が、この点について適切な手段を講じ、

ソフト・ランディングへの過程を継続的に監視し、報告するよう要請する。 

（４）セット・アサイドを廃止するとともに、それがもたらした環境上の利点を保存する措置

を取るとの欧州委員会の意図を歓迎する。 
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３．新たな挑戦への対応 

 

（１）選択的なリスク管理措置の発展可能性を提起する欧州委員会の意図、並びに、2013年以

降についてリスク管理のためのより広範な検討を実施するとの欧州委員会の意図をテークノー

トする。 

（２）農業が、気候変動、バイオ・エネルギー、水管理、生物多様性という新たな挑戦に直面

しているとの評価を支持し、CAP 以外の欧州政策、加盟国および地域レベルの政策の効果を考

慮した包括的な対応が必要であると考え、イノヴェーションの重要性を強調し、既存の農村開

発政策の枠内でなされる重要な貢献を重視し、新たな挑戦についてクロス・コンプライアンス

の範囲の拡大で対応することに困難があることに注意を喚起する。 

（３）EUバイオエネルギー部門を奨励する効果的な方途に注意を払うべきであると考える。 

（４）欧州委員会が、農村開発政策などにより新たな挑戦に取り組むために、モジュレーショ

ンを含めて、すべての資金的可能性を考慮するよう要請する。 

 

４．その他 

 

欧州委員会が 2008年 5月にヘルスチェックのための法的提案を行い、議長国であるスロヴェ

ニアおよびフランスが、2008年末までに、欧州議会の意見を考慮して、ヘルスチェックを終了

したいという意図を表明していることを歓迎する。 

  

出典：Council of the European Union, “Communication from the Commission “Preparing for the Health 

Check of the CAP Reform” – Adoption of Council Conclusions”. Brussels, 13 March 2008. 

 

さて、法令案の形式をとる欧州委員会の正式提案は、2008 年 5 月に発表された。注目

すべきは、2008年 3月の時点で集約された農業理事会の意見が、5月の欧州委員会の正式

提案にかなりの程度反映されたことであろう。この提案は、理事会の大勢がすでに示され

るなかで、「妥協的」性格を強くもつにいたった。直接支払の上限設定、部分的デカップリ

ングの抑制、酪農割当廃止のソフトランディング、モジュレーションなどの重要テーマに

ついて、改革への「野心的」性格の低下がみられたからである。こうした事情が、2008

年後半における議長国フランスのもとでの理事会内部の意見調整（加盟国間および欧州委

員会との間の意見調整と妥協）のプロセスを比較的容易にしたといえよう。 

 

ヘルスチェック関連法案は、2008年 9月以降、毎月の農業理事会で検討され、11月 20

日に政治的合意がみられた。その後、上述のように 2009年 1月 19日の農業理事会で最終

合意に達し、1月 30日に EU官報6で公布された。 

 

なお、議長国フランスのイニシアテイブによって、2013 年以降にいたる長期的な CAP

の方向性についても議論が行われた。しかし、この試みは失敗に終わったように見える。

2008 年 9 月フランスのアネシーで開催された非公式農業大臣会議で検討が行われたが、

最終的には 11月 28日の農業理事会で、英国やスウェーデンなどが合意文書に署名を拒否

したからである。 

                                                  
6 Official Journal of the European Union,L30,31.1.2009,pp.1-115. 
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WTO農業交渉の停滞という国際環境のもとで、CAPヘルスチェックは、一部改革派の

期待するような、「野心性」の程度の高い改革の機会となることはできなかった。欧州農業

ジャーナリズムでは「ミニ改革」とも評されているが、それが妥当であろう。 

こうしたヘルスチェックの帰結は、それを取り巻く客観的な条件、すなわち野心的な改

革意志の欠如をもたらした世界市場の状況、WTO交渉の外圧の低下、CAPの長期展望策

定の困難性、EU の政治統合の困難さ（リスボン条約のもとでの EU 統治は「欧州連邦」

ではなく「主権国家連合」を志向）などによって規定されたといえよう。 

 

しかし、2008年末に終了したばかりのヘルスチェックを「ミニ改革」と評するだけでは、

一面的であるかもしれない。忘れてならないのは、この CAP改革のプロセスが、2008年

末の時点で完結したのではないことである。2009年にも EU財政の見直し作業を通じて、

「2013年以降の CAP」の在り方が検討される（表１参照）。こうした連続的な改革プロセ

スが進行していることが、最近の CAPの重要な特色であるといえよう。 
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表 1 CAP ヘルスチェクに関する年表 

2003年 6月：デカップリングを中心とする CAP改革（第 1の波）の合意。 

2004年 

 

初頭：「地中海産品」を中心とする CAP改革（第 2の波）の合意。 

5月：EU25ヵ国となる。 

2005年 

 

 

 

10月：CAP簡素化に関する委員会報告。 

11月：砂糖改革の合意（新規則制定は 2006年２月）。 

12 月： EU 財政の包括的再評価（2013 年以降を視野に入れる）に関する欧州理

事会の合意。2013年以降の農業輸出補助金の廃止方針を表明（WYO閣僚会議）。

2006年 

 

10月：CAP簡素化に関する行動計画。 

12月：単一共通市場組織規則に関する委員会提案。 

2007年 

 

 

 

 

 

 

1月：EU27ヵ国となる。 

6月：EU理事会は単一共通市場組織規則、果物・野菜規則の改正について政治的

合意。 

7月：ワイン改革についての委員会の正式提案。 

９月：EU財政見直しに関する委員会報告。 

11月：CAPヘルスチェックに関する委員会報告。 

12月 17～19日：EU理事会、ワイン改革について政治的合意。 

2008年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月：議長国スロヴェニアのもとで EU 理事会はヘルスチェックに関する意見集

約。 

5月 20日：欧州委員会はヘルスチェックに関連する CAP改革提案。 

7～12月：フランスが理事会議長国 

９月 22～23 日：フランス・アネシー市で非公式農業大臣会議を開催（「2013 年

以降の CAP」について検討） 

11月 19日：欧州議会はヘルスチェック関連法案について修正案を採択。 

11月 20日：EU理事会はヘルスチェック関連法案について政治的合意。 

11月 27日：欧州理事会は「2013以降の CAP」について検討（全会一致の宣言案

は不成立） 

2009年 

 

 

 

 

 

 

 

１－６月：チェコ共和国が理事会議長国。 

1月 19日：EU理事会はヘルスチェック関連法案について最終的合意。 

1月 31日：成立した理事会規則等は EU官報（OJEC,L30）に公示。 

年間展望：7-12月は CAP改革派のスエーデンが議長国。09年を通じて EU財政見

直し作業が継続され、「2013年以降の CAP」に影響を与える可能性がある一方、6

月欧州議会選挙、1１月欧州委員会の交代という政治日程から重大な改革は困難。

しかし、次の CAP改革の議論は既にヘルスチェックの過程で開始されていること

に注目したい。 
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２ 2008 年 CAP 改革の具体的内容 

 

 １） ヘルスチェックの法的考察―3つの理事会規則と 1つの理事会決定の改正 

 

ヘルスチェックに関する欧州委員会の正式提案は、次の 3つの理事会規則と 1つの理事

会決定という法形式で提出された7。 

① CAPにおける直接支持方式に関する共通ルールを制定する理事会規則の制定（理事

会規則 1782/2003の全面改定） 

② 単一共通市場組織に関する理事会規則（1234/2007）等8の一部改正 

③ 農村開発への支持に関する理事会規則（1698/2005）の一部改正 

④ 農村開発に関する共同体戦略ガイドライン（理事会決定）の一部改正 

 

ヘルスチェックの根拠法は通常、直接支払に関する理事会規則第 1782/2003号の第 64

条第３項が指摘される。そこでは、デカップリング概念にもとづく単一支払制度について

2年後の見直しを規定している。しかし、今回の改定作業はこれを超えて広範囲に及んで

いる9。欧州委員会は、これらの全般的な見直しを通じて、2003年改革以降の CAPのより

合理的な発展に資するとの方針をとり、また、その呼称も、法的概念ではない「ヘルスチ

ェック」（健康診断）という言い方を選択した。こうして、CAP、つまり EUの農業政策はヘ

ルスチェックを要するとの観念の流布に成功したが、農業界からの反発もひきおこした10。 

 

ヘルスチェック全体の基本目的は、欧州委員会報告（2007年 11月）において、次の 3

点とすることが明示された。 

（ア）直接支払制度をより効果的で、より簡素なものにすること。 

（イ）市場支持手段を現在の世界的コンテクストにより相応しいものにすること。 

（ウ）気候変動、バイオ燃料、水管理、生物多様性という新たな挑戦に応えること。 

そして、（ア）に対応する提案が①であり、（イ）に対応する提案が②、（ウ）に対応する提

案が③と④である。①の提案は 2003年 CAP改革の基本をなす理事会規則の全面改正であり

                                                  
7 European Commssion,“Proposal for a council regulation establishing common rules for direct 
support schemes for farmers under the common agricultural policy “ and other 3 proposals. 
COM(2008) 306 final,20.5.2008. 
8 厳密には、規則 1234/2007を含む６つの規則の改正および８つの規則の廃止を一括して行うものであり、
そのことにより「共通農業政策を修正する規則」という名称が付されている。しかし、その中心は規則

1234/2007の改正にある。 
9 欧州委員会のヘルスチェック報告その他の公的文書では、ヘルスチェックの根拠条文のすべてに網羅的
に言及してはいない。純粋の法律論としては、EU法において欧州委員会は理事会規則について改正提案
をする権限を常に有している。本件のような「見直し条項」は、見直しの「権限」というより「義務」と

考えられる。 
10 農業担当委員はこうした状況において「ヘルスチェックを要することは必ずしも CAPが病人であるこ
とを意味しない」などと弁明した (European Commission, “Citizens' summary on the 'Health Check' 
of the Common Agricultural Policy”,19 November 2007) 。それは数年前の「強い欧州委員会（行政権）」
が志向された時期とは異なる印象をあたえるものであった。 
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（既存規則の廃止と新規則の制定）、その他は一部改正の形を取っている。 

 

以上のような法形式の提案は、欧州議会および EU理事会での審議を通じて、様々な修正

を加えられた。しかし、採択された理事会規則等は提案内容を基本的に引き継ぐものであ

ったといえよう。 

 

以下においては、新規則の具体的内容を見ていく。その場合に直面する１つの問題は、

新規則が細々とした多数の改正を含み、しかも法制定直後ということもあってその正確な

内容を把握することが困難なものも少なくないことである。本来なら、重要な改正点を選

択して、多少とも分析的な検討を加えるべきであろうが、本稿は CAPヘルスチェックを全

体的に概観し、その基本的な性格を検討することを目的にしている。このため、改正点を

広くとりあげるだけの方法も許されるのではないか考える。 

 

２） CAPにおける直接支持方式のための共通ルールを制定する規則11
 

  （1）単一支払制度のモデルの選択 

現状：加盟国は、歴史モデル（各農業者の歴史的基準額にもとづく支払受給額）、地域モデ

ル（各地域における農業者たちの受取額にもとづく均一支払受給額）、混合モデル（以上の

２方式の組み合わせ、静態的形態と動態的形態がある）のいずれかを選択できる12。 

 

改正：加盟国は、状況に応じて、次のいずれかの制度改正を行うことができる。 

� 歴史モデル採用国は、地域の特性を考慮して受給単価を接近させる目的で、支払受給

額の配分の見直しを行うことができる（第 45条）。 

� 歴史モデル採用国は、地域モデルへ移行することができる（第 46条）。 

� 地域モデルの採用国は、受給額の接近のために過去の決定を見直すことができる（第

48条）。 

 

意義：加盟国が一度選択したモデルを変更する手続き規定を整備するとともに、過去の補

助金受給実績を反映する歴史モデルから、受給レベルの接近をもたらす地域レベルへの移

行を推進する仕組みを導入した。 

 

  （2）「農業者」の定義 

現状：現行規則では、加盟国は、直接支払の受益者がEU規則の定める条件を満たす限り、

                                                  
11 新規則は 2009年１月 19日付理事会規則第 72/2009号（OJEU、L30、31.1.2009）。 
12歴史モデルの採用国はAustria (2005), Belgium ( 2005), Ireland (2005), Italy (2005), Portugal(2005), UK – 

Scotland (2005), UK – Wales (2005), France (2006), Greece (2006), Netherlands 

(2006), Spain (2006)、地域モデルの採用国はMalta (2007), Slovenia (2007)、静態的混合モデルの採用国
はDenmark (2005), Luxemburg (2005), Sweden (2005), UK – Northern Ireland (2005)、動態的混合モ
デルの採用国は、Germany (2005), UK – England (2005), Finland (2006)である（カッコ内は採用年次）。 
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独自の権限で受益者リストから排除することができない。 

 

改正：農業活動を目的としない会社や企業に対して、農業所得支持の支払がなされるのを

防ぐために、加盟国はかれらに直接支払を供与しないことが可能とされる（第28条(2)）。 

 

意義：本来の農業経営ではない特殊な農場への多額の直接支払が世論の批判を受けてきた

ので、対象を限定する権限を加盟国に認めた。 

 

  （3）セット・アサイド（休耕） 

現状：2000-2002年に義務的に休耕していた者は、休耕支払を受給する資格を与えられた。 

 

改正：休耕の義務が廃止されるのにともない、休耕支払の受給資格は、通常の直接支払の

受給資格に統合される。なお、休耕廃止が環境に及ぼす影響には、農業環境施策としての

GAEC（良好農業環境条件）により対応する。 

 

意義：量的需給調整の手段を廃止し、市場志向的政策への前進を実現した。 

 

  （4）クロス・コンプライアンス 

現状：クロス・コンプライアンスは、CAP直接支払の供与と農業者による環境、食品安全

性、動植物健康、家畜愛護に関する基本的基準ならびに農地におけるGAEC（良好農業環

境条件）の確保のための基準の遵守とを結合する仕組みである。 

 

改正：現行のクロス・コンプライアンスについて、簡素化と新たな課題への対応のために、

次のような改正を加える（第４－６条）。 

� 野鳥および生息空間に関する諸指令（SMR1 and 5）の若干の条文を適用除外とする（農

業活動との関連がないため）。 

� 牛の同定および登録に関する指令（SMR 7）の適用除外（指令SMR8のみで十分なた

め）。 

� 水に関するGAECの改正：水質管理のためのバッファー・ストリップの造営、灌漑水

の利用手続きにおける遵守事項の追加。 

� 農耕景観に関する現行基準の見直し：セット・アサイドの環境便益の保持に役立つ景

観特性（フィールド・マージンなど）の保全基準を含む。 

 

意義：クロス・コンプライアンスの適用については、基準の合理性をめぐって農業者レベ

ルでの不満が出されており、加盟国の役割を重視する方向で、基準の適正化が図られよう

としている。 
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  （5）部分的デカップリング 

現状：加盟国は、支払の一部を生産に結合した形で供与することができる。 

� 作物部門：耕種作物支払では25％まで、デュラム小麦（品質助成）40％まで、ホップ

25％までを限度。 

� オリーヴ油部門：オリーヴ樹園への援助は40％を限度。 

� 家畜部門：肉用繁殖母牛は100％、特別牛肉助成金は75％、と殺助成金は成牛40％、子

牛100％、羊・山羊50％を限度。 

� 種子：ある種の品種の場合100％まで。 

 

改正： 

� 耕種作物、種子およびホップは、010年からフル・デカップリング。加盟国は、基準期

間として、2003年改革の場合と同じ期間またはより最近の期間を選ぶことができる。 

� 肉用繁殖母牛および羊・山羊は、加盟国が現状維持を続けることができる。 

� と殺助成金（若牛、成牛）および特別牛肉助成金は、二段階でフル・デカップリング

を実施（2010年に50％、2011年に50％生産結合支払、2012年から100％デカップリング

（第53条(2)）。 

 

意義：いまだ残存する生産リンク型支払を漸進的に廃止し、単一支払に統合する方向で前

進がみられた（特に耕種部門において）。 

 

  （6）SAPS(単一面積支払制度)に関する規定の改正
13

 

① SPS（単一支払制度）への移行 

現状：SAPS適用可能期間の終了（2010/2011年度）後、SAPSを適用する全加盟国は、SPS

を適用しなければならない。しかし、自主的にそれより早くSPSを適用することができる。 

 

改正：SAPSを適用する加盟国が、SPSへ移行する場合、受給権の配分を2005－07年期間の

SAPS受益面積を申告した農業者に制限することができる（第59条(3)）。 

 

② SAPSの延長 

現状：EU12カ国は2010/01年までにSPSへ移行しなければならない。 

 

改正：SAPSの適用可能期間を2013年末まで延長する（第122条(3)）。 

 

                                                  
13 EU12カ国のうち、次の10カ国がSAPSを適用している。Cyprus（2004），Czech Republic（2004），
Hungary（2004），Latvia（2004），Lithuania（2004），Slovakia（2004），Estonia（2004），Poland
（2004），Bulgaria（2007），Romania（2007）。SAPSの適用期間は2010年末まで（BulgariaとRomania
は2011年末まで）。 



 15

意義：中東欧の新規加盟国に適用される SAPSについて、SPSへの移行の時期などを弾力

化した。 

 

  （7）個別支払の限度 

現状： 

� 申請可能な農地の最低面積は加盟国が決定するが、0.3ヘクタールを下回ってはならな

い。SAPSを適用する加盟国において、経営の最低面積は0.3ヘクタール、しかし、新

規加盟国はこれを１ヘクタールに引き上げることができる。加盟国は、申請あたり金

額が100ユーロ未満の場合、援助を供与しない旨を決定できる。 

� EU25カ国における直接支払受益者の約半数は、500ユーロ未満の額を受け取る。そこ

には零細農業者が含まれるが、若干の諸国では、支払のための行政的管理費用を下回

るほどの少額を受け取る受益者が含まれる。 

 

改正： 

� 直接支払の行政費用の簡素化と削減のために、支払の最低金額を100ユーロとし、最低

面積を１ヘクタールとする。 

� 加盟国は、表２により、調整を加えることができる（第28条（1））。 

 

意義：直接支払の受給のための最低限度は、従来加盟国ごとに存在したが、零細補助金の

取引費用、行政費用の視点から重視され、結局、１ヘクタールの農用地面積および100ユー

ロの支給額という一般基準が設けられた。また、加盟国は、EU規則の定める国別限度の枠

内で調整することが可能とされた。なお、EU農政は一般に構造政策的視点への関心が弱く

ないが、本件は行政費用の水準以下の零細補助金の合理化という問題意識に導かれていた。 

 

  （8）新 68条の制定(旧 69条の改正） 

現状：加盟国は国別シーリングの10％を留保し、留保が行われた部門の農業者に対して、

環境の保護、品質および農産物マーケティングの改善にとって重要な特定タイプの農業の

ために支払われる。支払は生産に結合された形をとることができる。 

 

改正： 

� CAP改革への加盟国の対応においてより多くの弾力性を容認するために、従来の国別

シーリングの10％という上限は維持しつつ、従来の仕組みを次のように弾力化する（第

68､69条） 

� 留保と支払が同一部門で行われるとの制限を削除する。 

� 新たに、次の施策を対象に加える（表３を参照）。酪農、牛肉、羊・山羊肉、コ

メ部門に特化した地域における農業者の不利な条件に対処する施策、構造調整も
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しくは開発プログラムの対象地域において直接支払の受給資格を補充する措置。 

 

表 2 直接支払の下限条件 

国名 金額（euro) 面積（ha） 国名 金額 euro) 面積（ha） 

ベルギー 400 2 ブルガリア 200 0,5 

デンマーク 300 5 チェコ 200 5 

ドイツ 300 4 エストニア 100 3 

アイルランド 200 3 キプロス 300 0,3 

ギリシャ 400 0,4 ラトヴィア 100 1 

スペイン 300 2 リトアニア 100 1 

フランス 300 4 ハンガリー 200 0,3 

イタリー 400 0,5 マルタ 500 0,1 

ルクセンブルグ 300 4 ポーランド 200 0,5 

オランダ 500 2 ルーマニア 200 0,3 

オーストリア 200 2 スロヴェニア 300 0,3 

ポルトガル 200 0,3 スロヴァキア 200 2 

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 200 3 

スエーデン 200 4 

英国 200 5 

 

出所：EU 理事会規則第 73/2009 号 AnnexVII 

 

表 3 新 68 条の特別支持施策 

(a) 下記のいずれかの支持： 

① 環境の保護または改善のために重要な特別タイプの農業に対する支持 

② 農産物の品質改善のための支持 

③ 農産物のマーケティングの改善のための支持 

④ 動物福祉に関する強化された基準の適用のための支持 

⑤ 追加的な農業環境便益をもたらす特別農業活動に対する支持 

(b) 経済的に脆弱な、もしくは環境的にセンシティヴな地域において、酪農、牛肉、羊・山

羊肉、コメ部門の農業者に影響を及ぼす特別な不利条件に対処する支持、または、同じ部門

における経済的に脆弱なタイプの農業に対する支持。 

(c) 構造調整または開発プログラムの対象地域において、農地の放棄を抑制し、または、こ

れら地域における農業者にとっての特別な不利条件に対処するための支持。 

(d) 作物収穫、動物、植物に関する保険の保険料支払いへの寄与。 

(e) 動植物疾病および環境的異変を対象とする共済資金。 

出所：EU理事会規則第 73/2009号第 68条第 1項 
備考：(a)の④⑤および( b)( c)( d)( e)は、新たに追加された施策である。 
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ある種のリスク管理施策（自然災害に対する作物保険、家畜疾病・作物病害虫に対す

る共済資金）への支援など。 

� WTOグリーン・ボックスの条件を満たさない施策は、一定比率以内に限る。 

� SAPSを適用する加盟国はこの規定を適用することができる。 

 

意義：CAP第１ピラー（第１の柱）に属する特別支払制度が従来から 69条施策として存

在したが、新 68 条によって、より多様で弾力的な制度として整備された。しかし、第１

ピラー予算の 10%の限度、WTO ルールへの適合性などの制約条件は厳しい。正確な内容

の把握には、当面、欧州委員会に定める実施規則の制定を待たなければならない。 

 

  （9）モジュレーション 

現状：第1ピラーの直接支払を一定比率削減して、それにより生じる財源を第2ピラー（第2

の柱：農村開発政策）に振り向けるCAPにおける財源振替の手段。アジェンダ2000の改革

で、加盟国が自主的に行うモジュレーションが導入されたあと、2003年改革で義務的モジ

ュレーションが導入された。削減率は、2005年３％で出発し、2006年４％、2007年以降５％

とする。援助額5000ユーロ未満には、削減が行われない。新規加盟12カ国には、過渡期間、

モジュレーションが適用されない。 

 

改正： 

� 追加的モジュレーション（Additional modulation）：現行モジュレーション比率５％

は、2010年に７％、その後毎年１％ポイントだけ引上げられ、2013年以降10％となる

（第7条(1)）。5000ユーロ未満の削減免除は従来通りである。 

� 累進的モジュレーション（Progressive modulation）：特に高額の受益者には、より

高率の削減率が適用されることになり、30万ユーロを超える支払額には４％ポイント

が付加され、2010年11％、2013年以降14％となる（第７条(2)）。 

� このようなモジュレーション比率の引き上げで得られる資金は、当該加盟国によって、

気候変動、再生可能エネルギー、水管理、生物多様性、これら４課題に関連するイノ

ヴェーション、および酪農部門の付随施策のために使用される。 

� この振替資金による施策の場合、EUの共同財政負担比率は75％とし、低所得地域

（convergence regions）では90％とする。 

 

意義：ヘルチェックにおいて欧州委員会が最も重視したテーマである。モジュレーション

の比率は提案レベルから後退したとはいえ、CAP予算を第 1ピラーから第 2ピラーへ振り

替える仕組みができた意義は大きい。また、その比率に累進性が導入されたことも、将来

への第 1歩として評価できるかもしれない。 
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  （10）その他の支持方式（エネルギー作物、デュラム小麦、蛋白作物、コメ特別支払、

ナッツ） 

① エネルギー作物助成金 

現状：エネルギー作物についてha あたり45ユーロの援助を供与。 

改正：2010年から廃止。 

 

② デュラム小麦 

現状：高品質のものについてhaあたり40ユーロの援助を供与。 

改正：2010年から廃止、SPSに統合される（第63条）。 

 

③ 蛋白作物(peas, field beans, lupinus). 

現状：haあたり、55.57ユーロを供与。 

改正：遅くとも2012年から、デカップル化、SPSに統合（第63条）。 

 

④ コメ特別支払 

現状：ヘクタールあたり支払、水準は関連加盟国において収量に応じて決められる。 

改正：遅くとも2012年からデカップル化、SPSに統合（第63条）。改正された第68条が環

境センシテイヴ地域に適用可能。 

 

⑤ ナッツ 

現状：ヘクタールあたり援助がナッツ生産者に供与される（追加的援助が加盟国から供与）。 

改正：遅くとも2012年にデカップル化、SPSに統合（第63条）。加盟国の援助も可能。 

 

⑥ 澱粉用ジャガイモ 

現状：直接援助は2003年改革でSPSに統合された。しかし、伝統的生産地域での生産維持

のため、60％はジャガイモ澱粉生産者に対する援助として留保された。加工業者には、ト

ンあたり援助がなされ、クオータ限度内で保証最低価格が適用される。さらに、ある種の

商品の生産に澱粉が使用される場合、澱粉についての生産払い戻しが行われる。 

 

改正：ジャガイモ栽培者への援助をデカップル化し、SPSに移行（遅くとも2012年まで）。

加工援助を2012年にデカップル化、SPSに移行（第63条）。 
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 ３） 単一共通市場組織に関する規則等の改正14
  

  （1）市場介入 

現状： 

� 現行規則では、普通小麦、デュラム小麦、大麦、玉蜀黍およびソルガム、コメ、砂糖、

牛肉・子牛肉、豚肉、バターおよび脱脂粉乳について、市場介入が可能とされている。 

� 玉蜀黍の介入は、2009/2010年度以降、ゼロである。 

 

改正：部門別介入方式は次の通り（第4条ポイント３）。 

� 小麦―入札方式、量的制限なし。 

� 粗粒穀物―入札方式、量的制限なし。 

� 酪農部門―定められた限度数量まで義務的な介入、これを超える場合は入札方式。 

� コメ、デュラム小麦、豚肉―義務的介入を廃止。コメとデュラム小麦は介入数量をゼ

ロに設定。介入は欧州委員会の裁量にゆだねられる。 

� 牛肉―価格がトリガー価格(1560€/t)を下回る場合、入札方式で介入。 

 

意義：市場志向的政策に向けて最小限の介入を目指しており、価格安定化機能が期待され

る在庫政策は、入札方式による民間在庫の調整という方式に移行する。しかし、CAPの市

場政策は、関税政策、在庫政策、品質政策、セイフティ・ネットを総合的に活用して、域

内市場の安定化をめざし、そのための EU当局への授権も整備されている。市場原理主義

には、程遠いことを指摘しておきたい。 

 

  （2）牛乳割当 

現状： 

� 加盟国レベルの牛乳割当てが、2014/15.年度まで実施される。 

� 脂肪調整：脂肪成分について調整した数量にもとづき課徴金が計算される。 

� 直接販売と出荷割当：各国の割当総量は加工向け出荷と直接販売に分割される。 

� 特別課徴金：生産者は、各自の割当を超過し、かつ当該加盟国が割当を超過する時は、

特別課徴金を支払う。 

 

改正： 

� ソフト・ランディング：割当量は2009年から2013年までの間、年あたり１％ずつ増加

する。 

� 見直し条項：2011年６月30日までにレポートが提出される。 

 

                                                  
14 当該改正のための新規則は、2009年１月 19日付理事会規則第 72/2009号（OJEU、L30、31.1.2009）
である。 
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意義：割当制の廃止は、見直しを繰り返しながら漸進的に、かつ、様々な付帯措置を伴っ

て進められることが改めて示された。 

 

  （3）その他の酪農問題 

① チーズに対する民間在庫援助 

現状：現行規則は、3種のイタリア・チーズ(Grana Padano, Parmigiano, Provolone)の民

間在庫について恒常的な援助を数量制限なしに供与するほか、その他のタイプのチーズへ

の裁量による民間在庫援助が行われている。 

 

改正；3種のイタリア・チーズの義務的援助を廃止する(第18条 (5))とともに、長期保蔵型

チーズおよび羊・山羊乳から製造されたチーズに対する選択的援助を廃止する(第18条(6))。 

 

② バターに対する民間在庫援助 

現状：現行規則は、無塩バターおよび加塩バターの民間在庫援助を義務化している。 

改正：義務的な性格の援助は相応しくないので、欧州委員会の裁量による援助に切り替え

る(第18条(6))。 

 

③ 飼料用脱脂粉乳 

現状：飼料用脱脂乳および脱脂粉乳に対する義務的な援助が存在する。それは過去の需給

不均衡の時代の産物で、義務的な援助は今日では相応しくない。 

改正：市場状況を考慮した欧州委員会の裁量で実施する方式に移行する(第99条)。 

 

④ カゼイン生産用脱脂乳への援助 

現状：義務的性格の援助制度が存在。 

改正：市場状況を考慮した欧州委員会の裁量で実施する方式に移行する(第100条)。 

 

⑤ バターの在庫処分援助 

現状：介入価格での市場支持のための援助制度が存在する。 

改正：今日では不必要なため、廃止する。 

 

  （4）その他の支持方式（亜麻・大麻、乾燥飼料、澱粉用ジャガイモ） 

① 亜麻・大麻 

現状：亜麻・大麻の直接援助は2003年改革で単一支払制度（SPS）に統合された。亜痲の

長繊維に対する加工援助が加盟国により最大限度数量の枠内で供与されている。 

 

改正：亜痲の長繊維に対する加工援助はデカップルされ、SPSへ移行（2012年まで）(第



 21

91,92,94条)。 

② 乾燥飼料 

現状：乾燥飼料に対する直接援助は2003年改革でSPSに統合されたが、加工援助（脱水・

乾燥飼料へのトン当たり援助）が残っている。 

 

改正：加工援助をデカップル化し、2012年にSPSへ移行（理事会規則第72/2009号第4条ポイ

ン(17) 及び第8条e)。 

 

③ 澱粉用ジャガイモ 

現状：直接援助は2003年改革でSPSに統合された。しかし、伝統的生産地域での生産維持

のため、60％はジャガイモ澱粉生産者に対する援助として留保された。加工業者には、ト

ンあたり援助がなされ、クオータ限度内で保証最低価格が適用される。さらに、ある種の

商品の生産に澱粉が使用される場合、澱粉についての生産払い戻しが行われる。 

 

改正：ジャガイモ栽培者への援助および加工援助のデカップル化とSPS移行の後（2013年）、

クオータおよび最低価格を廃止、2010年にすべての澱粉について生産払い戻しを廃止。（第

84a条、第95a条、第204条(5)） 

 

 ４） 新たな挑戦への対応のため「農村開発への支持に関する規則」の改正15
 

 

農村開発政策は、2003年CAP改革の一環として強化された後、2005年には 2007－2013

年期間を対象にする新規則が制定された。その骨子は次の通り。 

� EUおよび加盟国のレベルで「戦略的アプローチ」を強化すること。 

� 加盟国と地方レベルのイニシアティヴを尊重するための「補完性原理」に基づくこと。 

� 3 つの基本目標（農林業の競争力の増強、環境の改善及び土地管理への支援、経済の

多様化及び生活の質の向上）に焦点を置きつつ農村地域の持続的発展を図る。 

� この 3つの目標の追求は開発アプローチの「方法的な」改良をめざす LEADER制度

によって補完されること。 

 

この 2005 年の新規則の制定からあまり時間が経過していないが、今回のヘルスチェッ

クでは、規則の改正が提案された。その理由は、気候変動、再生可能エネルギー、水管理

および生物多様性という新たな挑戦に対応するために、EU 農村開発政策の枠組みを活用

する必要が生じたことにあった。 

このため、一方においては、CAP 予算について、2013 年までの期間について既にシー

                                                  
15 当該改正のための新規則は、2009年１月 19日付理事会規則第 74/2009号（OJEU,L30,31.1.2009）
である。 
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リングが設定されていうことを考慮して、新たな挑戦に対応する財政ニーズを、義務的モ

ジュレーションによって賄われることとした。他方において、新たな挑戦への対応のため

の政策課題の重要性および追加的資金の必要性は、「農村開発に関する共同体戦略ガイドラ

イン」の改正で公認するとともに、新たな優先課題とそれに対応する主要施策が、農村開

発に関する理事会規則（1698/2005）の改正で定めることしたのである。 

改正された理事会規則において、新たな優先課題と主要施策は、次のように定められた

（表４参照）。 

� 優先課題としては、気候変動、再生可能エネルギー、水管理および生物多様性の４分

野が取り上げられたが、イノヴェーションを重視するために、4 分野の革新的事業を

別に 1分野として取りまとめた。そして、各分野について多数の施策類型が定められ

た。 

� 酪農割当制廃止のソフトランディングの 1手段として、農村開発政策が活用されるこ

ととなり、「酪農部門の構造調整付随施策」という分野が設けられた。その施策類型は、

酪農生産関連の投資支持、酪農関連の加工・流通における改善、酪農関連のイノヴェ

ーション、草地助成金、酪農関連の粗放的畜産支援を含んでいる。 

� 同表に掲げられた施策類型には、実施可能な政策内容が関連条文において定められる

とともに、期待される政策効果が具体的に示されている。 

 

EU規則は以上のような政策の枠組みを定めるが、実際の政策そのものは、加盟国が同規

則と実施規則（欧州委員会により制定される）にもとづき、自国で実施すべき施策を選定

する。また、加盟国は、規則に記載される政策効果に関連するその他の施策をも導入する

ことができるとされている。さらに、義務的モジュレーションによる追加資金は、当該加

盟国によって 2010―2015年の間に、現行の農村開発計画における共同体支援分として使用

される。こうして、「補完性原理」に基づき加盟国の主導性を尊重する形での政策推進が目

指されていることに注目する必要があろう。 

 

それと同時に、委員会提案には見られなかった「酪農部門の構造調整付随施策」が追加

されたことにも注目しなければならない。割当制廃止後の酪農部門のソフトランディング

の課題は、ヘルスチェックの最重要テーマの１つであったが、新 68条の特別支援とともに、

農村振興政策の手段が活用されることとなった。価格・市場政策の後退のなかで、農村振

興政策が如何にして農業経営を支援できるかは、わが国農政とも共通する課題であるだけ

に、これらの新施策の成否が注目される。 
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表 4 農村開発政策による新たな挑戦への対応 

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）施肥の効率改善 第 26、39条 メタン、亜酸化窒素の放出削減 

２）エネルギ－効率改善 第 26、28、29条 二酸化炭素の放出削減 

３）気象異常の悪影響予防（雹の予防ネッ

ト設置） 
第 26条 

異常気象の農業生産潜在力への悪影響

の予防 

４）土壌管理方法の改善 第 39条 亜酸化窒素の放出削減、炭素隔離 

５）土地利用の変化 第 39、41条 亜酸化窒素の放出削減、炭素隔離 

６）養畜の粗放化 第 39条 メタンの削減 

７）造林、アグロ・フォレスト方式導入 第 43、44、45条 亜酸化窒素の放出削減、炭素隔離 

８）洪水予防・管理 第 20条 
異常気象の農業生産潜在力への悪影響

の削減 

９）気候変動に関連する農業助言サービス 第 21条 
気候変動への農業者の対応について訓

練・助言 

10）山火事および気候変動関連自然災害の

予防 
第 48条 

森林での炭素隔離、亜酸化窒素の放出削

減 

11）より抵抗力のある森林類型への移行 第 47、49条 気候変動の森林への悪影響の削減 

   

（２）再生可能エネルギー   

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）家畜排泄物利用のバイオガス生産 第 26、53条 化石燃料の代替、メタンの削減 

２）永年性エネルギー作物 第 26条 
化石燃料の代替、亜酸化窒素の放出削

減、炭素隔離 

３）農林バイオマス加工 
第 26、28、29、53、

54条 
化石燃料の代替 

４）バイオマス等利用関連施設・基礎構造
第 53、54、56、30

条 
化石燃料の代替 

５）再生可能エネルギー関連の情報・知識

の普及 
第 21､58条 

再生可能エネルギーに関する認識向上

を通じる関連事業の効率の増進 
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（3）水管理 

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）水の節約技術、貯水、水節約的生産技

術 

第 26、30､28、39

条 
水の効率的利用能力の改善 

２）湿地の復元、農地の森林・農林システ

ムへの移行 

第 39条、第 41条、

第 43条 

価値の高いウオター・ボディの保全、良

質水の保護 

3） 農地の森林・農林システムへの移行 第 43,44条 水質の保護・改善 

４）農場、加工、流通における排水処理施

  設 
第 26､28条 水の効率的利用能力の改善 

５）準自然的なウオター・ボディの発展 第 39、57条 
価値の高いウオター・ボディの保全、良

質水の保護 

６）土壌管理方法（例えばキャッチ・クロ

ップ等の導入） 
第 39条 水へのリン等の物質の滲入を削減 

７）水管理に関する情報・知識の普及 第 21,58条 
水管理に関する認識・知識の向上とそれ

による関連事業の効率向上 

   

（４）生物多様性   

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）自然価値の高い農地での肥料・農薬の

不使用 
第 39条 

豊かな種からなる植物相の保護、草地の

保護・保全 

２）圃場外周、ビオトープ、土地利用の変

化（草地化）、 

自然価値の高い永年植物の管理 

第 38、39、41､46

条 

第 47、57条 

野鳥などの保護、ビオトープ改良、 

 

周辺環境への有害物質の滲入削減 

   

３）種の多様性の保護 第 39条 種の多様性の保護 

４）生物多様性に関する情報・知識の普及 第 21,58条 
生物多様性に関する情報・知識の向上と

それによる関連事業の効率向上 

   

（５）酪農部門の構造調整付随施策 

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）酪農生産関連の投資支持 第 26条 酪農部門の競争力改善 

２）酪農関連の加工・流通における改善 第 28条 酪農部門の競争力改善 

３）酪農関連のイノヴェーション 第 29条 酪農部門の競争力改善 

４）草地助成金、酪農関連の粗放的畜産支

  援 
第 39条 酪農部門のプラスの環境効果の増進 
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（６）優先事項に関する革新的アプローチ 

施策の類型 関連条文 期待される効果 

１）気候変動の軽減に対処する革新的事業 第 29条 
GHG排出の削減、気候変動への農業の適

応 

２）再生可能エネルギーの発展を支持する

革新的事業 
第 29条 化石燃料の代替、GHGの削減 

３）水管理を向上させる革新的事業 第 29条 水の効率的利用能力の改善、水質の改善

４）生物多様性の保全を支持する革新的事

  業 
第 29条 生物多様性の損失の停止 

出所: EU 理事会規則第 74/2009号 Annex. 

備考：関連条文の施策内容 

第 20条（農業生産潜在力の回復、災害予防）、第 21条（職業訓練、情報活動）、第 26条（農業経営体近

代化）、第 28条（農林業付加価値創出） 

第 29条（新製品・加工・技術協力）、第 30条（農林業インフラ整備）、第 38条（Natura2000支払）、第

39条（農業環境支払い）、第 41条（非生産的投資）、 

第 43条（農地植林）、第 44条（アグロ・フォレスト方式導入）、第 45条（非農地植林）、第 47条（森林

環境支払い）、第 48条（森林生産潜在力の回復、災害予防）、 

第 49条（非生産的投資）、第 53条（非農業への多様化）、第 54条（企業の新設・発展への支援）、第 56

条（経済・農村住民への基礎的サービス）、 

第 57条（農村遺産の保全・改良） 

 

３ 「2013年以降の CAP」をめぐる検討 

 

 （１）議長国フランスの思惑 

2007 年春政権についたフランスのサルコジ大統領は、CAP 改革に消極的な従来のフラ

ンスの立場を変更して、ある意味で改革のイニシャテイヴを取りながら、フランスのイン

タレストをまもるという方針に変更したように見える。同大統領の意向を踏まえつつ、

CAP改革をめぐるネゴシエーターとなったのがフランス農業大臣バルニエである。こうし

た政権交代によって、フランスの農業交渉のスタイルは若干変更がみられたが、フランス

農業の客観的に規定されたインタレストは不変である。とりわけ、現段階において長期的

な CAPの方向性が問われる場合、CAP第 1ピラーの行方、特に所得維持機能をどのよう

な政策手法で確保するかが、フランスの最重要な交渉目的であることは言うまでもなかろ

う。 

 

 （２）非公式閣僚会議での検討と 11月 28日農業閣僚会議の帰結 

2007年後半期を通じて、欧州委員会がヘルスチェックの課題に関して、CAPの（2013年

までの）短期的な適応にますます傾斜する中で、ヘルスチェック作業を完了させるべき

2008年後半の議長国フランスは、「2013年以降の CAP」という長期的な課題に固執した。 

議長国フランスは、2008年 9月 23日アネシーで開催された非公式農相会議で、長期的
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な視点から、将来の CAPが応えなければならない基本目標として次の４点を提示して、27

カ国となった拡大EUの農政理念とこれにもとづくCAPの方向を議論するように取り計らっ

た。 

 

� EUの食料安全保障（衛生面を含む）の確保 

� 世界の食料の需給均衡への寄与 

� 地域的格差是正のための農村空間の均衡の維持 

� 経済的成果と環境的効果を両立させる農業の建設 

 

しかし、これらの課題はあまりにも一般的な農政課題であり、加盟国間の意見の違いは

明白に現れず、27カ国間のコンセンサスが得られたように見える。だが、具体的な政策手

法、とくに第 1ピラーの直接支払の将来、デカップリングのモデル選択、デカップリング

化の進捗テンポおよび限度、市場介入の役割などとなると、コンセンサスはけっして容易

ではないのである。 

 

ヘルスチェックについての最終合意がなされた 11月段階の農業理事会において、議長国

フランスの提案した「2013以降の CAPの将来」につての宣言案は、次のようなものであっ

た。「EU理事会および欧州委員会は、開始された「2013年以降の CAPの将来」に関する議

論において、当該期間に関する新たな財政見通しを妨げることなしに、共同体における直

接支払制度の発展と加盟国間における直接支払の異なる水準への対処についての可能性を

十分に検討することを約束した」。第 1ピラーの直接支払について、長期的には大幅な削

減を追求する英国や北欧諸国は、それの長期存続をめざすフランスなどの立場とは異なる。 

11月 28日、最終的には、英国、スエーデン、リトアニアの 3カ国は、上記宣言案への署

名を拒否した。 

 

なお、英国政府は、それに先立つ 11月 20日の EU理事会において、ヘルスチェックの政

治的合意についても、それを支持できない旨を明らかにしたようである16。その理由とし

ては、変化を加速すべき機会を逃したこと、節約された第１ピラー予算が生産にリンクし

た支払に充てられること、酪農部門において短期的であれ競争歪曲的な措置が取られるこ

となどを理由にあげている。 

 

以上の経緯は、27カ国となった EUにおいて、CAPの長期的方向に関する合意が容易でな

いことを示唆するものであった。 

                                                  
16 DEFRA(UK) News Release,”CAP health check deal a step forward but also a missed opportunity” 
Ref370/08,20 Novemer 2008 and do.”CAP Health Check-the last reform of the CAP”. 
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４ ヘルスチェックの成果とフランス農業―草食家畜部門に与える影響 

 

ヘルスチェックの成果としての CAP 改革により、残存する生産リンク型の支払は、さ

らにデカップル化が推進されることとなった。そして、フランス政府もデカップル化とい

う基本路線を受け入れた。2003年改革の際は、支持しないにも関わらず、EUレベルでの

多数決原理に基づく決定である以上、これを適用する義務を果たすという立場であったが、

今やデカップリングの路線に沿った政策運営を内外に闡明した。 

 

しかし、デカップリング化がフランスの草食家畜部門、とくに条件不利な地域における

それに悪影響を及ぼす可能性は、フランス国内で大きな関心がもたれている。この点に触

れる前に、フランス草食家畜部門の経営構造と所得状況を簡単に見よう。 

 

フランスでは草食家畜（乳牛、肉牛、羊、山羊）の相当部分が山岳地域およびその他の

不利地域で飼養される。表５に示されるように、経営構造の特色は、労働力数、土地面積、

家畜数などの指数でみると、平坦地域に比して遜色のない状況にあるが、粗収益（EBE）

や所得（RCAI）17のレベルでは劣位にあり、より多くの援助に支えられて存立している。 

これらの経営の安定化にとって、CAPによる直接支払が重要な意義を持っている。現状

においては、直接支払の性格は多様で、デカップル型の単一支払（DPU、英語の SPS に

相当）の役割は必ずしも大きくはない。それよりも、生産リンク型の支払と農村振興政策

（CAP第２ピラー）に属する諸支払の方が全体としては大きな比率をしめる。 

 

さて、デカップリング化の一層の推進がフランスの草食家畜部門に与える影響について

は、2008年 11月の EU農業理事会での合意の直後、フランスの国立農業研究所（INRA）

の分析が発表された18。INRA 経済部局の最高責任者であるギュヨマールたちによるこの

分析は、「完全なデカップリング」と「繁殖母牛と子牛のみ生産リンクを残す」という２つ

の異なる前提で、直接支払の形態変化の方向と程度とを考察するものであった（表６）。 

                                                  
17 EBE (Excédent brut d’exploitation、経営の粗収益) および RCAI(Résultat courant avant impot、課
税前の経常的所得)は、EU 農業経営簿記調査制度の基本概念。EBE＝市場価格ベース付加価値＋経営補
助金＋保険収入＋消費税払戻し－租税－人件費－地代。RCAI＝生産額＋経営補助金－経営費用（償却費
を含む）－金融費用。RCAI は、EBE に比べると、租税を含むが、例外的所得を除外し、償却費用を控
除した所得である。多くの農業経営において、租税は少額で償却費は多額であるため、RCAI は EBE よ
りかなり小さい。 
18 V.Chatellier & H.Guyomart, "Le bilan de sante de la PAC,le decouplage et l'elevage en zones 
difficiles",Sciences sociales, No.6-Decembre 2008,INRA. 
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表 5 フランス草食家畜経営の構造と所得（2006年） 

乳牛経営 肉牛経営 羊・山羊経営 
  単位 

山岳地域 不利地域 平坦地域 山岳地域 不利地域 平坦地域 山岳地域 不利地域 平坦地域 

労働力（UTA） 労動力単位 1.68 1.97 1.9 1.37 1.49 1.54 1.48 1.46 1.74 

農用地（SAU） ヘクタール 72 119 86 84 104 90 82 86 68 

草食家畜（UGB） 大家畜単位 66 97 86 78 94 71 68 71 41 

生産額＋直接援助 ユーロ 120,800 194,700 190,400 99,500 129,600 159,000 91,900 100,000 126,700 

粗収益（EBE） ユーロ 50,100 73,300 73,200 44,900 54,900 59,000 39,400 34,800 44,100 

課税前所得（RCAI） ユーロ 24,000 35,700 36,700 24,400 30,000 32,200 18,000 16,200 24,000 

直接援助 ユーロ 27,100 40,500 34,500 38,500 43,800 37,200 29,000 29,100 22,200 

うち、第 1ピラー ユーロ 13,600 35,500 31,900 24,400 33,600 33,900 11,700 20,600 18,800 

（１）単一支払 ユーロ 11,000 28,800 25,700 10,300 16,300 19,300 6,900 13,900 14,200 

（２）生産リンク支払 ユーロ 2,600 6,700 6,200 14,100 17,300 14,600 4,800 6,700 4,600 

うち、第 2ピラー ユーロ 13,500 5,000 2,600 14,100 10,200 3,300 17,300 8,500 3,400 

（１）ハンディキャップ支払（ICHN） ユーロ 7,400 700 0 6,200 2,400 0 8,700 2,200 0 

（２）農業環境草地助成（PHAE） ユーロ 2,300 700 100 2,500 1,300 100 1,900 800 200 

（３）その他農業環境支払 ユーロ 1,000 1,800 1,000 1,300 2,100 1,200 1,800 2,000 1,000 

（４）その他援助 ユーロ 2,800 1,800 1,500 4,100 4,400 2,000 4,900 3,500 2,200 

課税前所得に対する直接援助の比率 ％ 113 113 94 158 146 115 161 180 92 

出所: V.Chatellier & H.Guyomart, "Le bilan de sante de la PAC,le decouplage et l'elevage en zones difficiles",Sciences sociales, 

No.6-Decembre2008,INRA 
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表 6 フランス草食家畜経営におけるデカップリングの影響 

乳牛経営 肉牛経営 羊・山羊経営 
  

山岳地域 不利地域 平坦地域 山岳地域 不利地域 平坦地域 山岳地域 不利地域 平坦地域 

現状 

経営あたり DPU金額(ユーロ) 11,000 28,800 25,700 10,300 16,300 19,300 6,900 13,900 14,200

直接支払に対する DPUの比率（％） 41 71 74 27 37 52 24 48 64

課税前所得に対する DPUの比率（％） 46 81 70 42 54 60 38 86 59

面積（ha）あたり DPU金額(ユーロ) 166 252 314 135 166 227 93 174 225

前提１：繁殖母牛と子牛のみ生産リンク 

経営あたり DPU金額(ユーロ) 12,500 34,600 31,200 12,900 20,900 25,600 7,600 16,700 17,500

直接支払に対する DPUの比率（％） 46 85 90 33 48 69 26 57 79

課税前所得に対する DPUの比率（％） 52 97 85 53 70 80 42 103 73

面積（ha）あたり DPU金額(ユーロ) 188 302 382 168 213 302 102 208 278

前提２：完全デカップリング 

経営あたり DPU金額(ユーロ) 13,600 35,500 31,900 24,400 33,700 33,900 11,700 20,700 18,700

直接支払に対する DPUの比率（％） 50 88 92 63 77 91 40 71 85

課税前所得に対する DPUの比率（％） 57 99 87 100 112 105 65 128 78

面積（ha）あたり DPU金額(ユーロ) 205 311 390 319 343 399 157 257 298

出所：V.Chatellier et H.Guyomard,op.cit. 
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これによれば、次のような注目すべき影響が予想される。 

 

まず、完全なデカップリングの場合、「直接支払全体に対する単一支払の比率」が、農村

振興政策の役割が相対的に大きい山岳地域でも 50％前後に達し、特に肉牛では６３％に達

する。「所得に対する単一支払の比率」は概して 100％程度である（山岳地域の乳牛と羊・

山羊では 60％程度）。こうして、草食家畜経営は、市場条件に応じて生産転換の生じやす

いデカップリング型の直接支払に依存することが示されている。 

 

これに対して、繁殖母牛と子牛のみ生産リンクを残す場合、「直接支払全体に対する単一

支払の比率」、「所得に対する単一支払の比率」のいずれでみても、肉牛や羊・山羊の部門

では概して変化の程度が小さく、むしろ現状レベルに近い。「繁殖母牛と子牛のみ生産リン

クを残す」という選択は、酪農よりも食肉部門の経営安定化に一定の役割をもつことがわ

かる。 

 

以上の分析は、デカップリング化という農政の基本路線のもとでも、とくに草食家畜部

門では、完全なデカプリングよりも、部分的なデカップリングが選択される可能性を示唆

する。そして、完全なデカップリングが実施される酪農部門では、ヘルスチェクを通じて

新設された第６８条措置や農村振興政策における酪農経営安定化が用意されつつことを考

慮するならば、ヘルスチェックの帰結としてのデカップリングのさらなる推進は、その悪

影響に対処する新たな対策を伴っていることに注目したい。 

 

ヘルスチェックの成果としてのモジュレーション、それによる農村振興政策の強化は、

気候変動などの新たな挑戦だけに向けられたのではないであろう。この点は、昨年度の報

告書で述べたので、その結論を引用するにとどめる。「農業環境政策とハンディキャップ地

域政策を中心にする農村振興政策が、困難な農業地域における農業支援システムとして重

要な役割を期待されていることである。CAP第 1ピラー（価格・市場・所得政策）の役割

が将来、長期的に後退していく可能性は否定できない。とくに、価格が引き下げられ、直

接支払が完全にデカップル（生産から切り離されること）される場合、困難な地域の農業

存続（農村振興規則の用語では「持続的な農地使用」）にとって、環境・農村空間管理軸に

含まれる施策メニューが地域農業支援の役割を担うことができるかもしれない。現在、EU

で進行中の CAP ヘルスチェック作業では、例えば酪農部門における割当制廃止後の対応

策やフル・デカップル実施後の草食家畜経営への支援策などが検討され、その中には農村

振興政策の施策の利用可能性も含まれている。」19 

                                                  
19 市田知子「EU及び加盟国の条件不利地域支払い及び環境支払い」国際農林業協働協会『欧州地域食料

農業情報調査分析検討』平成 20年 3月、71頁。なお、この引用文を含む「４ EU農業環境政策の動向

―CAP改革との関連においてー」の執筆は是永が担当した。 
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５ 結びに代えて 

 

27 カ国となった EU は、農業の実体でも農政の歴史や理念でも、極めて多様である。こ

の多様性が、CAPの長期的なあり方をめぐって、EU加盟国を異なる農政理念を持つグルー

プに分裂させており、このことが CAPの将来展望を不透明にしている。 

 

すでに破産した EU 憲法条約草案が、仮に成功裏に成立したならば、EU はあたかも連邦

制国家のごとく機能し、欧州委員会は強い行政権力として、加盟国の農業・農政上の特殊

性を抑え込み、市場志向的な理念にもとづく農政改革を完成することができたかもしれな

い。しかし、現在実現に向けた手続きが進行しているリスボン条約の下では、EUが連邦制

国家のごとく機能することはできないであろう。欧州議会が農業政策にも共同制定権を有

することになり、加盟国政府を代表する農業理事会とともに、CAP の制定に本格的に関与

する。いわゆる補完性（分権化）原理のもとで、加盟国内において今後ますます重視され

ると思われる地域農政は、加盟国とその地方政府がますます関与するであろう。 

 

2013年以降の CAPについて、加盟国間の立場の違いを克服していくことが、基本的な課

題である。27カ国の特定多数決制のもとで、CAPは運営されるが、そこではこれまで以上

に、欧州議会における政治的ゲーム、主要国を軸とする外交交渉、欧州委員会のテクノク

ラートの調整能力が前面にでてくるであろう。 

 

こうしたプロセスにおいて必然的となる政治的妥協の積み重ねとプラグマチズムの支配

は、近年の CAP 簡素化のスローガンとは裏腹に、CAP をますます複雑化し、不透明なもの

にする恐れがある。2013-2020 年の次期財政期間が終了した暁において、単一の共通農業

政策（CAP）がはたして生き残れるかが問われているように思われる。 

 




